
給与支払者の

名称又は氏名

特別徴収関係

書類の送付先

所 　 在 　 地

担 当 者 の
氏名・ 所属・
電 話 番 号

給与支払者の個人番号※
又は法人番号（ 右詰）

フ　 リ 　 ガ　 ナ

特別徴収納入書の送付 必要　 　 　 　 　 　 　 不要

氏名

電話（ 　 　 　 　 ）

いる 　 ・ 　 いない

内線

所属

部署

〒

〒

※送付先が所在地と 異なる 場合のみ記入

送付先の変更　 　 有　 ・ 　 無

所在地の変更　 　 有　 ・ 　 無

名称等の変更　 　 有　 ・ 　 無

係

前職や他社分の給与を 含んだ報告の方が

事業所名、支払金額、社会保険料の金額等を 個人別明細書の摘要欄に記載し てく ださ い。

※給与支払者の個人番号を 記載する 場合は、
　 次の書類の写し を 添付する か、 原本を 提
　 示し てく ださ い。

　 □番号確認書類（ 個人番号カ ード 、
　 　 個人番号通知カ ード 等）
　 □身元確認書類（ 個人番号カ ード 、
　 　 運転免許証、 パス ポート 等）

※代理人によ る 提出の場合は、 次の書類が
　 必要です。

　 □給与支払者の番号確認書類
　 □代理人の身元確認書類
　 □代理権の確認書類

事 業 種 目

受給者総人員

普通徴収

向

日

市

へ

の

報

告

人

員

個人住民税を給与から
差し 引き できない方

個人住民税を 給与
から 差し 引きする方

※普通徴収への切替
　 理由書（ 兼仕切紙）
　 の添付が必要。
　 詳細は裏面へ。

退職者

退職予定者

人

人

特別徴収
在職者

人

人

人計

乙　 欄

その他

提　 出　 期　 限

令和8 年2月2 日

（ 必ずこ の総括表を 同封し てく ださ い。）

特別徴収義務者
指　 定　 番　 号

給与支払者の法人番号

給与係御中

（ 宛先） 向日市長給与支払報告書（ 総括表）8

（ 追加 ・ 訂正 ）

日提出月年令和

給与支払報告書について（ お願い）
　 平素は、 本市の税務行政についてご理解と ご協力をいただき あり がと う ございま す。

　 給与支払報告書提出にご使用いただく ため、 総括表を 送付し ま す。 本書及び同封書類をご 覧のう え、 個人別明

細書と あわせて令和８ 年２ 月２ 日ま でにご提出く ださ い。

＜ｅ Ｌ Ｔ Ａ Ｘ （ エルタ ッ ク ス ） のご案内＞

・ ｅ Ｌ Ｔ Ａ Ｘ と は地方税の手続き をイ ンタ ーネッ ト を利用し て電子的に行う シス テムです。

・ 給与支払報告書や特別徴収に係る 給与所得者異動届出書の提出、 登録口座から の電子納税が可能です。

・ 令和６ 年度から 、 特別徴収税額通知（ 特別徴収義務者用） の受取方法については、「 電子データ（ 正本）」 又は

　「 書面」 のいずれかを選択でき ま す。

・ また特別徴収税額通知（ 納税義務者用） についても 、 従業員等に対し て電子的な提供ができ る 場合は、「 電子

　 データ 」 での受取り を選択でき ま す。

・ 詳し く は、ｅ Ｌ Ｔ Ａ Ｘ ホームページ（ https://w w w .eltax.lta.go.jp）をご覧く ださ い。

給与支払報告書のｅ Ｌ Ｔ Ａ Ｘ ・ 光ディ ス ク 等によ る 提出義務基準

令和３ 年１ 月以後に提出する 給与支払報告書について、 前々年における 給与所得の源泉徴収票の税務署への

提出枚数が100枚以上である と き は、 ｅ Ｌ Ｔ Ａ Ｘ 、 光ディ ス ク 等によ る 提出が義務付けら れていま す。

〒617ｰ8665

京 都 府 向 日 市 寺 戸 町 中 野 2 0 番 地

（ 0 7 5 ） 8 7 4 ｰ 2 2 4 3

向日市 税務課 市民税係

問い合わせ先・ 提出先

・ 給与支払者（ 事業主） は、 令和７ 年中に給与等を 支払った全ての従業員等（ パート ・ アルバイ ト 、 役員、 事業

　 専従者、 退職者等を 含む。） について給与支払報告書を作成し 、 その従業員の令和８ 年１ 月１ 日現在の住所地の

　 市町村へ提出し てく ださ い。 退職さ れた方に対する 給与等の支払額が30万円以下の場合でも 提出く ださ い。

・ 従業員の給与から 所得税を 源泉徴収する 義務のある 給与支払者は、 前年中に給与の支払を 受け、 当該年度の初

　 日（ 令和８ 年４ 月１ 日） に給与の支払を受ける 全ての従業員から 特別徴収（ 毎月の給与から 個人住民税を徴収

　 し 、 市町村へ納入） を する こ と が地方税法で義務づけら れていま す。 ただし 、 次の場合のみ特別徴収の対象外

　（ 普通徴収） と する こ と ができ ま す。

　 　 ａ 　 退職者又は退職予定者（ ５ 月末日ま で） 及び雇用期間が１ 年未満で再雇用の見込みがない方

　 　 ｂ 　 毎月の給与が少額のため、 特別徴収税額を 引き 去る こ と ができ ない方

　 　 　 　（ 例： 前年中の給与支払額が100万円以下の方）

　 　 ｃ 　 給与の支払が不定期な方（ 例： 給与の支払が毎月ではない）

　 　 ｄ 　 他から 支給さ れている 給与から 個人住民税が特別徴収さ れている 方又は特別徴収さ れる 予定が

　 　 　 　 ある 方（ 乙欄該当者）

　 　 ｅ 　 専従者給与が支給さ れている 方

　 　 ｆ 　（ ａ ～ｅ を除いた） 受給者総人員が２ 名以下の事業主

・ ａ ～ｆ の理由で普通徴収にさ れる 場合は、 個人別明細書摘要欄へ符号

　（ ａ ～ｆ ） を記載のう え、 提出時に同封の普通徴収への切替理由書（ 兼

　 仕切紙） を右図のよ う に、 普通徴収対象者（ 特別徴収ができ ない方）

　 の給与支払報告書（ 個人別明細書） の上に添付し て、 ご提出く ださ い。

・ 普通徴収への切替理由書（ 兼仕切紙） がない場合は、 原則、 特別徴収

　 と なり ま すので、 ご注意く ださ い。

・ ｅ Ｌ Ｔ Ａ Ｘ （ エルタ ッ ク ス）、 光ディ ス ク 等で提出の場合は、 普通徴

　 収欄にチェ ッ ク する と と も に、 個人別明細書摘要欄に該当する 符号

　（ ａ ～ｆ ） を 記載し てく ださ い。 本総括表及び普通徴収への切替理由

　 書（ 兼仕切紙） は提出不要です。

＜その他注意事項＞

・ 独自に作成さ れた総括表や総務省様式で報告する 場合も 本総括表

　 を添付し てく ださ い。

・ 追加報告のと き は「 追加」 、 訂正の場合は「 訂正」 を それぞれ○

　 で囲んでく ださ い。

・ 名称等・ 所在地・ 送付先に変更がある 場合は必ず「 有」 に○を 付

　 けてく ださ い。

・ 向日市への報告該当者が０ 人の場合は提出不要です。

＜提出時の綴り 方＞

総 　 括 　 表

普通徴収への切替理由書（ 兼仕切紙）

個人別明細書（ 特別徴収分）

※1人につき1枚必要

個人別明細書（ 普通徴収分）

（ 切替理由書記載分） ※1人につき1枚必要

切
り
取
り
線

https://www.eltax.lta.go.jp

